
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都市上下水道局 e-ラーニングサービスに関する 

プロポーザル募集要項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都市上下水道局総務部企業力向上推進室 

 

 

 

 



 

 

京都市上下水道局 e-ラーニングサービスについて、競争性の確保を図るとともに、技術

研修の効果検証を図る企画提案等を重視するため、公募型プロポーザル方式により受託候

補者の選定を行いますので、次のとおり、提案を広く募集します。 

 

１ サービスの概要 

⑴ 名称 

京都市上下水道局 e-ラーニングサービス 

（以下「本サービス」という。） 

⑵ 本サービスの趣旨 

計画に基づき実施した研修に対してアンケート、テスト等を実施することにより効

果を検証するとともに、検証結果を次期研修計画に反映させて研修内容の見直しと充

実を図ることにより、研修内容を継続的に改善していきます。このPDCAサイクルによ

り、着実な技術継承と効率的な技術力の向上を実現するために本サービスを用いま

す。 

⑶ 本サービスの内容 

別添仕様書のとおり 

⑷ 履行期間 

契約の日から令和８年１２月２５日まで 

 

２ 契約金額の上限額 

  １,４１９,０００円（消費税及び地方消費税相当額を含みます。） 

 

３ 参加資格要件 

  以下に掲げる要件を全て満たす者とします。 

⑴ 京都市上下水道局契約規程第６条に規定する令和７年度「京都市上下水道局競争入

札参加有資格者名簿（物品）」に登載されている者（以下「競争入札参加有資格者」と

いう。）又は京都市上下水道局競争入札等取扱要綱第２条第１項各号に定める者である

こととします。 

⑵ 本件公表の日から、当局が受託候補者を通知する日までの間において、京都市上下水

道局競争入札等取扱要綱の規定に基づく競争入札の参加停止の期間が含まれていない

こととします。 

⑶ 会社更生法、民事再生法等による手続を行っている法人等でないこととします。 

⑷ 同種・類似の企画・制作業務の契約履行実績（履行中のものを除く）を有することと

します。 

⑸ プライバシーマークまたはＩＳＭＳ／ＪＩＳ Ｑ ２７００１を保有していることと

します。 

 

 



 

 

４ スケジュール 

  令和８年２月１８日（水） 質問受付開始 

  令和８年２月２４日（火） 質問受付期限（午後５時必着） 

  令和８年３月 ３日（火） 質問への回答 

  令和８年３月１０日（火） 参加申込書、プロポーザル提案書類 

提出期限（午後５時必着） 

  令和８年３月１１日（水）～２５日（水） 書類審査 

  令和８年３月２７日（金） 最終選考結果の通知 

  令和８年４月 １日（水） 契約締結 

 

５ 質問の受付及び回答 

⑴ 質問者 

本要項及び仕様書等について質問ができるのは、上記「３参加資格要件」を満たして

いる者とします。 

⑵ 質問受付期限 

令和８年２月２４日（火）午後５時必着 

⑶ 質問方法 

電子メールでの受付とし、本書末尾の宛先に問い合わせをしてください（電話又は面

談での質問は受け付けません。）。 

⑷ 回答 

質問者に関する情報は伏せたうえで、令和８年３月３日（火）に、京都市上下水道局

ホームページに掲示します（個別には回答しません。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

６ 提出書類 

⑴  参加申込書 

参加を希望する者は、参加申込書（様式１）を提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 提案書類 

上記⑴の参加申込書を提出して参加する者は、次の書類を提出してください。 

ア 企画提案書（任意様式）（Ａ４片面６枚、Ａ３片面３枚まで） 

  イ 見積書及び内訳書（任意様式） 

※ 見積書のあて先は「京都市公営企業管理者 上下水道局長」としてください。 

※ 見積金額は消費税及び地方消費税相当額を除いた金額を記載してください。 

※ 見積書の有効期限は令和８年４月１日以降の日を記載してください。 

※ 住所（法人にあっては主たる事務所の所在地）、商号及び氏名（法人にあって

は名称及び代表者名）、担当者名及び連絡先を表紙に記入してください。 

  ウ 業務実施体制計画書（任意様式） 

※ 業務の実施体制、責任者名及び主たる業務担当者名を明記してください。 

  エ 「３ 参加資格要件⑷」に関する資料（任意様式） 

  オ 「３ 参加資格要件⑸」を満たすことが分かる書面（認証登録書の写し等） 

 

 

  

競争入札参加有資格者でない場合は、参加申込書と合わせて、資格を有することを

証明するため、別途次の書類（①～⑥については、原本（コピー不可）とし、申込日

から３箇月以内に発行されたもの）を各１部提出してください。 

① 登記事項証明書（履歴事項全部証明書）又は登記簿謄本 ※ 法人の場合のみ 

② 印鑑証明書 

③ 法人税又は所得税及び消費税の未納がないことを証する納税証明書 

④ 京都市の市民税及び固定資産税の未納がないことを証する納税証明書 

※ 法人にあっては、京都市内に事業所等が所在する場合又は法人名義の固定資産

を所有する場合のみ。個人にあっては、京都市内に住民票がある場合又は京都

市内に固定資産を所有する場合のみ 

⑤ 調査同意書（水道料金・下水道使用料）※指定様式 

※ 京都市内に事業所等があり、当該事業所等の水道の使用者名義が応募者名義の

場合のみ 

⑥ 誓約書 ※指定様式 

京都市暴力団排除条例第２条第４号に規定する暴力団員又は同条第５号に規定 

する暴力団密接関係者に該当しないことの誓約書 

⑦ 登録を受けている事業の登録証明書 

※ 法令の規定により当該事業について免許、許可又は登録等が必要な場合のみ 

 

 



 

 

７ 提出方法 

⑴ 提出期限 

前項に示した提出書類は、次の提出期限までに、所定の部数を提出してください。 

なお、参加資格の確認のため、補足資料の提出を求める場合があります。参加資格が

ないと認めたものには、別途通知します。 

提出書類 提出期限※１ 部数 

６⑴ 

参加申込書 

 

令和 8年 3月 10日（火） 

午後 5時 

紙出力 各１部 

６⑵ 

提案書類 

紙出力 各７部※２ 

併せて、全提出書類の電子デー

タを送付してください。 

※１ 各日とも受付時間は、午前８時３０分から午後５時まで（正午から午後１時まで

の間を除く。）とします。また、京都市の休日を定める条例第１条に定める本市の

休日には、受付を行いません。 

※２ 提案書類は、会社名等を記載したもの１部、記載しないもの６部を提出してくだ

さい。審査者が企画提案書を公平に評価するため、提案した企業名等が特定されな

いように配慮するためですので、企画提案書本文にも、提案企業名が判らないよう

配慮願います。 

⑵ 提出方法 

   持参又は郵送の方法によることとします。郵送の場合は、提出期限までに到達するこ

とを要します。ただし、電子データの提出は、持参又は郵送（CD-R）のほか、電子メー

ル添付による方法も可能とします。 

 

８ 評価及び受託候補者の選定 

  提出された提案については以下のとおり評価を行い、受託候補者を選定します。 

⑴ 書類審査 

ア 日程 

令和８年３月１１日（水）～２５日（水） 

  イ 評価 

    評価項目及び評価基準（別紙参照）に基づき、評価者１名当たり１００点満点で採

点を行います。評価者６名の合計点数（６００点満点）により選定し、合計点数の最

高得点を得たものを受託候補者とします。ただし、基準点を６００点満点中３６０点

とし、最高得点が基準点未満の場合は、当該事業者について、本業務を適切に履行す

る能力を有すると認められないと判断し、受託候補者として選定を行いません。 

ウ 最高得点の者が複数あるときは、企画提案項目に係る評価点が最も高い者を受託

候補者とします。当該評価点が同じ場合は、見積金額が最も低い者を受託候補者とし

ます。以上によっても受託候補者を決定できない場合は、抽選により受託候補者を選

定します。 



 

 

  エ プロポーザル参加申込書を提出した者が１者のみの場合、評価点（全評価者の評価

点合計）が基準点を超える場合のみ、当該応募者を受託候補者として選定します。 

  オ 受託候補者を選定できなかった場合は、再度公募を実施します。 

⑵ 評価結果の通知 

受託候補者に対して「選定通知書」によりその旨を、選定されなかった者に対しては

「非選定通知書」により、令和８年３月２７日（金）に通知します。 

また、合計点数の次点者（評価点が基準点を超える場合に限る）には、その旨を付し

て通知するものとします。 

 なお、評価結果についての異議は、一切認めないものとします。 

⑶ 評価結果の公表 

評価結果については、受託候補者名及び当該候補者の企画提案に係る評価点を、京 

都市上下水道局ホームページにおいて公表します。 

 

９ 選定後の手続 

  選定した受託候補者と契約協議を行い、詳細な業務内容及び契約条件について合意し

た後に委託契約を締結します。 

  ただし、業務内容については、別紙仕様書及び受託候補者の企画提案書を踏襲しつつ、

協議により変更する場合があります。 

  なお、委託候補者と契約条件について合意に達しなかったときは、次点の事業者を受託

候補者として協議を行い、合意した後に委託契約を締結します。 

 

10 その他 

⑴ 提出書類等の作成及び提出に係る費用は、応募者の負担とします。 

⑵ 提出書類等は、応募者に返却しません。 

⑶ 提出書類等は、提出後の差替え及び再提出は認めません。 

⑷ 提案者は、提案書等の提出をもって、募集要項等の記載内容に同意したものとします。 

⑸ 本件調達に係る予算が成立しないときは、公告は無効とします。この場合において、

本件調達のために行った準備行為等に係る費用が既に発生していても、受託候補者

は、その費用を本市に請求することはできません。 

 

11 宛先・問合せ先 

  京都市上下水道局総務部企業力向上推進室 

〒601-8116 京都市南区上鳥羽鉾立町１１番地３ 総合庁舎５階  

技術監理室監理課内（担当 原田、柿田） 

電話：075－672－7744 FAX：075－682－2274 

電子メール：sh.harada@suido.city.kyoto.lg.jp 

           tk.kakita@suido.city.kyoto.lg.jp 

 



 

 

（別 紙） 

 

京都市上下水道局 e-ラーニングサービスに係る 

プロポーザル評価項目及び評価基準 

 

 評価項目 評価事項 評価基準 配点 満点 

基
礎
項
目 

業務実績 ・類似業務の実績件数 

A 本業務委託の参考となる業務実績が５件以上 １０ 

１０ B 本業務委託の参考となる業務実績が２～４件 ５ 

C 本業務委託の参考となる業務実績が１件以下 １ 

導入支援

体制 

・サービスの導入支援

に関する提案がされ

ているか 

A 導入支援に関する具体的な提案がされてい

る。（具体的な提案４件以上） 
１０ 

１０ 
B 導入支援に関する具体的な提案がされてい

る。（具体的な提案２件～３件） 
５ 

C 導入支援に関する具体的な提案がされてい

る。 
１ 

見積金額 
・１０点×（最低価格／評価対象価格） 

※小数点以下第２位は四捨五入する。 
１０ 

企
画
提
案
項
目 

業務の 

理解度 

・本サービスの主旨を

十分に理解している

か 

A 具体的かつ独自の工夫が見られ、非常に高い

効果が見込まれるもの 

 

B 具体的な工夫が見られ、高い効果が見込まれ

るもの 

 

C 具体的な工夫が見られ、効果が見込まれるも

の 

 

D 具体的な工夫が見られ、若干の効果が認めら

れるもの 

 

E 仕様は満たしているが、具体的な工夫が見ら

れない、又は効果が見込まれないもの 

A 

７０ 

７０ 

B 

５５ 

実現性 
・適切に具体化できる

提案がされているか 

C 

３５ 

効果検証 

・研修に対しての効果

検証に関する提案が

されているか 

D 

１５ 

継続的な

改善 

・研修内容を継続的に

改善していくための

提案がされているか 

E 

１ 

合 計 １００ 

 

 


